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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月19日(2019.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車両（２００）の駐車空間（１１０）を検出する駐車空間検出装置（３０）であって
、
　前記駐車空間を探索する車載の探索部（１０～１６、２０～２６）から取得する探索情
報に基づいて、前記駐車空間の両側の少なくとも一方側に他車両（２２０、２３０）が存
在するか否かを判定するように構成された車両判定部（４０、５２、Ｓ４００～Ｓ４０４
、Ｓ４０８、Ｓ４１２）と、
　前記車両判定部が前記駐車空間の両側の少なくとも一方側に前記他車両が存在すると判
定すると、前記駐車空間の入口側の幅（Ｗｆ）と前記駐車空間の奥側の幅（Ｗｒ）とを前
記探索情報に基づいて算出するように構成された幅算出部（５２、Ｓ４１４～Ｓ４２２、
Ｓ４２６）と、
　前記幅算出部が算出する前記入口側の幅と前記奥側の幅との両方と前記自車両の大きさ
とに基づいて、前記駐車空間に前記自車両が駐車可能であるか否かを判定するように構成
された駐車判定部（５２、Ｓ４２４、Ｓ４２８）と、
を備え、
　前記車両判定部は、前記探索情報として、前記探索部が照射する探査波による第１の探
索情報と、前記探索部が撮像する画像データによる第２の探索情報とを取得し、前記第１
の探索情報に基づいて前記駐車空間の両側の少なくとも一方側に物体が存在すると判定す
ると、前記第２の探索情報に基づいて前記物体が前記他車両であるか否かを判定するよう
に構成されている、
駐車空間検出装置。



(2) JP 2018-190220 A5 2019.5.30

【請求項２】
　請求項１に記載の駐車空間検出装置であって、
　並列駐車において前記駐車空間の両側に前記他車両が存在する場合、前記幅算出部は、
前記駐車空間に面した前記他車両のそれぞれの入口側のタイヤと接地面とが接する入口側
位置のうち、前記駐車空間の奥側の前記入口側位置における前記駐車空間の幅を入口側の
幅として算出し、前記他車両のそれぞれの前記入口側位置から前記自車両の全長分を奥側
の前記タイヤと前記接地面とが接する奥側位置に向けて延長した線分の２個の終端位置を
前記駐車空間の入口側から見たときの前記駐車空間の幅を奥側の幅として算出し、
　並列駐車において前記駐車空間の一方側に前記他車両が存在し他方側に前記他車両が存
在しない場合、前記幅算出部は、前記駐車空間に面した前記他車両の前記入口側位置と、
前記駐車空間の前記他車両が存在しない他方側の白線の入口側位置とのうち、前記駐車空
間の奥側の前記入口側位置における前記駐車空間の幅を入口側の幅として算出し、前記他
車両の前記入口側位置と前記白線の前記入口側位置とのそれぞれから、前記他車両の前記
奥側位置と前記白線の奥側位置とに向けて前記自車両の全長分を延長した線分の２個の終
端位置を前記駐車空間の入口側から見たときの幅を奥側の幅として算出するように構成さ
れている、
駐車空間検出装置。
【請求項３】
　自車両（２００）の駐車空間（１１０）を検出する駐車空間検出装置（３０）であって
、
　前記駐車空間を探索する車載の探索部（１０～１６、２０～２６）から取得する探索情
報に基づいて、前記駐車空間の両側の少なくとも一方側に他車両（２２０、２３０）が存
在するか否かを判定するように構成された車両判定部（４０、５２、Ｓ４００～Ｓ４０４
、Ｓ４０８、Ｓ４１２）と、
　前記車両判定部が前記駐車空間の両側の少なくとも一方側に前記他車両が存在すると判
定すると、前記駐車空間の入口側の幅（Ｗｆ）と前記駐車空間の奥側の幅（Ｗｒ）とを前
記探索情報に基づいて算出するように構成された幅算出部（５２、Ｓ４１４～Ｓ４２２、
Ｓ４２６）と、
　前記幅算出部が算出する前記入口側の幅と前記奥側の幅との両方と前記自車両の大きさ
とに基づいて、前記駐車空間に前記自車両が駐車可能であるか否かを判定するように構成
された駐車判定部（５２、Ｓ４２４、Ｓ４２８）と、
を備え、
　並列駐車において前記駐車空間の両側に前記他車両が存在する場合、前記幅算出部は、
前記駐車空間に面した前記他車両のそれぞれの入口側のタイヤと接地面とが接する入口側
位置のうち、前記駐車空間の奥側の前記入口側位置における前記駐車空間の幅を入口側の
幅として算出し、前記他車両のそれぞれの前記入口側位置から前記自車両の全長分を奥側
の前記タイヤと前記接地面とが接する奥側位置に向けて延長した線分の２個の終端位置を
前記駐車空間の入口側から見たときの前記駐車空間の幅を奥側の幅として算出し、
　並列駐車において前記駐車空間の一方側に前記他車両が存在し他方側に前記他車両が存
在しない場合、前記幅算出部は、前記駐車空間に面した前記他車両の前記入口側位置と、
前記駐車空間の前記他車両が存在しない他方側の白線の入口側位置とのうち、前記駐車空
間の奥側の前記入口側位置における前記駐車空間の幅を入口側の幅として算出し、前記他
車両の前記入口側位置と前記白線の前記入口側位置とのそれぞれから、前記他車両の前記
奥側位置と前記白線の奥側位置とに向けて前記自車両の全長分を延長した線分の２個の終
端位置を前記駐車空間の入口側から見たときの幅を奥側の幅として算出するように構成さ
れている、
駐車空間検出装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の駐車空間検出装置であって、
　前記入口側の幅と前記奥側の幅とに基づいて前記駐車空間に前記自車両が駐車可能と前
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記駐車判定部が判定すると、前記入口側の幅と、前記奥側の幅と、前記駐車空間の両側の
前記線分のそれぞれと前記駐車空間の幅方向とが形成する傾斜角度（θ１、θ２）と、前
記入口側の幅と前記奥側の幅と２個の前記傾斜角度とにより形成される四角形の少なくと
もいずれかの頂点の位置とを、前記駐車空間に駐車する前記自車両の走行を制御する走行
制御装置に出力するように構成された通知部（５２、Ｓ４３０）をさらに備える、
駐車空間検出装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の駐車空間検出装置であって、
　前記駐車空間の両側の少なくとも一方側に存在する物体が車両ではないと前記車両判定
部が判定すると、
　前記駐車判定部は、前記駐車空間に前記自車両が駐車できるか否かを判定しないように
構成されており、
　前記通知部は、前記駐車空間の両側の少なくとも一方側に存在する物体が車両ではない
ことを前記走行制御装置に出力するように構成されている、
駐車空間検出装置。
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